
松阪市請負工事成績評定要綱 

平成１７年１月１日 

松阪市告示第１４５号 

 

（総 則） 

第１条  公共工事の品質を確保するため、本市の請負工事成績評定（以下「評定」という。） 

を行い、受注者の適正な選定及び指導育成に利用することについては、この要綱の定める

ところによるものとする。 

（評定の対象工事） 

第２条 評定の対象工事は、松阪市建設工事検査規則第２条第 1 号に掲げられる工事の内、総務

部契約監理課において契約を締結する建設工事を対象とする。 

（評定者） 

第３条 評定を行う者は、検査員及び監督員（以下「評定者」という。）とする。 

（評定の方法等） 

第４条 評定は、竣工検査時に契約履行状況、施工状況、出来高状況等に関しての評価事項を工

事竣工検査評定書（様式第１号。以下「評定書」という。）に基づき、適正かつ公正に評価する

ものとする。 

（評定書の提出） 

第５条 検査員及び監督員は、前条の規定により作成した評定書を契約監理課で検査する工事に

ついては契約・検査担当参事に、主管課で検査する工事については、主管部長等を経由し契約・

検査担当参事に評定書を提出するものとする。ただし、契約・検査担当参事が緊急を要する工

事、または極めて簡易な工事で評定書により評価することが適当でないと判断するときは、評

定書の作成を省略することができる。この場合において工事請負額は、１３０万円未満とする。 

（評価の決定） 

第６条 契約・検査担当参事は、前条の規定により提出を受けた評定書の評価区分にＤ又は 

Ｅの評価が含まれる工事ならびに評定点が標準点を下回る工事（以下「不良工事」という。）に

ついては、当該工事の受注者（以下「当該業者」という。）から事情聴取を行って当該工事の評

価を決定し、松阪市入札及び契約審査会設置要領（平成 17年１月１日松阪市告示第１５１号）

第２条第５号の規定により松阪市入札及び契約審査会（以下「審査会」という。）の承認を得な

ければならない。 

２ 前項に掲げる標準点は６０点とする。 

３ 契約・検査担当参事は、前項の規定により、不良工事の評価を行った場合は、速やかにその

評定結果を当該業者及び主管部長等に文書で通知するものとする。  

（指名停止等） 

第７条 前条第１項の規定により、不良工事と評価を決定された受注者は、松阪市建設工事等指

名（入札参加資格）停止措置要領（平成 17 年１月１日松阪市告示第１５０号。以下「指名停止要

領」という。）に基づく指名停止を行うものとする。ただし、過去３年間に不良工事の実績が無く、

次の各号のいずれかに該当する場合は、注意勧告するものとする。 

（１）Ｄ評価を含む工事を１回行ったとき。 

（２）評定点が標準点未満の評価を受けた工事を行ったとき。 



 

（優遇措置） 

第８条 評定書に規定する評価項目について、評価区分Ａが３項目以上又はＡが２項目とＢが３

項目以上の工事で評定点が９０点以上の工事（以下「優良工事」という。）を施工した市内業者

に対しては、次に掲げる優遇措置を講じるものとする。ただし、当該工事の評価項目に評価区

分Ｄ又はＥの評価が含まれる場合は優良工事としない。 

（１） 手持ち工事件数の制限枠の優遇 

・優良工事を２回行った場合は、総手持ち件数又はいずれかの部門別手持ち件数の制限枠

を１件超えて受注することができる。 

・総手持ち件数の制限枠に達している場合においても部門別手持ち件数に適用することが

できる。 

・適用後いずれかの工事が完成し、手持ち件数が制限を下回った後においても、優遇期間

中は改めて他の工事に適用することができる。 

 （２） 資格総合点数（特別点数）の優遇 

   ・優良工事を行った場合は、資格総合点数の特別点数として、総合評定値を有する全ての

申請業種に優良工事１回につき５点（上限１０点）を加点できる。 

   ・特別点数の取り扱いについては別途定めるものとする。 

（３） その他の優遇 

   ･ 主管課長は、優良工事を２回行った業者に、随意契約を行うことができる。 

   ･ 優良工事を施行した業者が５社以上になった場合、当該業者のみが入札参加できる案件

を設けることができる。対象案件は、設計金額 500 万円以上 1,500 万円未満の工事とし、

当該業者が概ね参加できる業種についての発注案件５件に１回を目安に執行することが

できる。 

２ 前項第１号及び第３号に規定する優良工事の回数を判定する場合は、判定年度を含む過去３

年度の間に評定された工事とする。 

３ 第 7 条に規定する指名停止又は注意勧告の処分若しくは第１項に掲げる優遇措置を講じるに

あたり、評価区分Ｄ又はＥ評価を含む工事は、下記のとおり優良工事の件数で相殺できる。な

お、相殺は評価を決定した日から起算し過去３年以内に施工された優良工事を対象に行い、優

良工事が複数ある場合は過去のものから行うものとする。 

 （１）Ｅ評価を含む工事は、優良工事２件と相殺する。 

 （２）Ｄ評価を含む工事は、優良工事１件と相殺する。 

４ 前項の規定により相殺された優良工事は、第１項に規定する優良工事の回数には算定しない。 

（共同企業体に対する適用） 

第９条 共同企業体の施工する工事に係る評定については、当該共同企業体の各構成業者に対し

ても当該工事の評価として、第７条並びに前条の規定を適用する。 

（評定点の通知） 

第１０条 評定点の通知は、松阪市建設工事執行規程第２９条第１項に規定する完成認定書

により通知する。 

（評定点の説明依頼） 

第１１条 当該業者は、評定点に対する説明を工事評定説明依頼書（様式第２号。以下「依頼書」

という。）により完成認定書の交付日から起算して１４日以内に請求することが出来る。 

２ 前項の請求があったときは、当該工事の評定を行った検査員及び監督員は、依頼書を受理し



 

た日から起算して１４日以内に工事評定説明書（様式第３号）により回答を行うものとする。 

（再評定の請求） 

第１２条 前条第２項の回答を受けた後、当該業者が再評定を請求するときは完成認定書の

交付日から起算して６０日以内に工事成績再評定請求書（様式第４号）により行うものと

する。 

（再評定） 

第１３条 前条の規定による請求があったときは、請求のあった日から起算し６０日以内に

松阪市入札等監視委員会規則第１条に規定する松阪市入札等監視委員会（以下「監視委員

会」という。）において再評定請求の受理、棄却を審議し、松阪市入札及び契約審査会設置

要綱第１条に規定する松阪市入札及び契約審査会（以下「審査会」という。）において決定

をする。請求を受理すると決定された場合は、再評定を行い工事成績再評定通知書（様式

第５号）により回答するものとする。また、請求を棄却すると決定された場合は、工事成

績再評定請求棄却通知書（様式第６号）により回答をする。 

２ 前項の再評定の実施方法及び検査員の決定は、審査会により行う。 

附 則 

 この告示は、平成 17年１月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年 9 月 15 日告示第 211 号） 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 18 年 8月 1 日から適用する。 

   附 則（平成 19年 5月 7 日告示第 195 号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成 20年 4月 1 日告示第 153 号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成 22年 7月 1 日告示第 222 号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成 26 年 9 月 24 日告示第 334 号） 

 この告示は、平成 26年 10 月 1日から施行する。 

附 則（平成 27 年 3 月 31 日告示第 106 号） 

 この告示は、平成 27年 4月 1 日から施行する。 

附 則（平成 29 年 3 月 31 日告示第 173 号） 

 この告示は、平成 29年 4月 1 日から施行する。 

附 則（平成 31 年 3 月 29 日告示第 68 号） 

 この告示は、平成 31年 4月 1 日から施行する。 

附 則（令和 2年 3月 31 日告示第 115 号） 

 この告示は、令和 2年 4 月 1日から施行する。 

附 則（令和 3年 3月 31 日告示第 130 号） 

 この告示は、令和 3年 4 月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 3月 31 日告示第  号） 

 この告示は、令和 4年 4 月 1日から施行する。 



 

様式第１号（第５条関係）

業種

契約金額

Ａ
91以上

Ｂ
90 ～75

Ｃ
74～50

Ｄ
49～35

Ｅ
34以下

① 区分
別評点

② 配点
補正率

①×②

１． 10%

２． 15%

３． 15%

４． 15%

５． 30%

６． 15%

点 計＝③

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

備
考

　（所属、職、氏名）

印

　（所属、職、氏名）

印

　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

竣工年月日

　施　工　計　画
　及び工程管理

　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

考　査　項　目

検査評定日

　施　工　体　制

工 事 竣 工 検 査 評 定 書

　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　　～　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

工　事　名

請　負　者

工　　　期

公告番号

検 査 員

評
定
者

監 督 員

※優良、不良工事判定の欄

評 定 点 計 算

評
　
　
価
　
　
項
　
　
目

　施　工　状　況

評　　　価　　　区　　　分

優良　・　不良

　安　全　管　理

　出 来 形 及び
　出  来  栄  え

 提出書類、写真
 等の整理状況

評　 価　 区　 分
（評価区分の数を記入）

評　　定　　点
（③を少数1位四捨五入）

 

受 注 者 

  

 

 



 

 

様式第２号（第１１条関係）

（宛先）松 阪 市 長    

所 在 地

商号（氏名） 
代表者氏名  

記

１．工 事 名

２．工事場所

３．工  期   （自）      年    月    日

（至）      年    月    日

４．完成検査日         年    月    日

５．疑義の事項 

工 事 評 定 説 明 依 頼 書

    年   月   日付け完成認定書により通知された下記の工事に係る 
評定点について、説明を依頼します。

   年   月   日 

松阪市         町        地内



 

様式第３号（第１１条関係）

松阪市長

記

１．工 事 名

２．工事場所

３．工　　期　　　 （自）　　　　　　年　　　　月　　　　日

（至）　　　　　　年　　　　月　　　　日

４．完成検査日　　　　 　　　　　年　　　　月　　　　日

５．疑義事項に対する回答

松阪市　　　　　　　　　町　　　　　　　　地内

工 事 評 定 説 明 書

　　　　年　　　月　　　日付けで説明依頼のありました下記の工事について、
松阪市請負工事成績評定要綱第１１条の規定に基づき回答します。

平成　　　年　　　月　　　日

様

 

 



 

 

様式第４号（第１２条関係）

（宛先）松 阪 市 長    

所 在 地

商号（氏名） 
代表者氏名  

記 

１．工 事 名

２．工事場所

３．工  期   （自）      年    月    日

（至）      年    月    日

４．完成検査日         年    月    日

５．請求理由

松阪市         町        地内

工 事 成 績 再 評 定 請 求 書 

    年   月   日付け完成認定書により通知された下記の工事の評定 
点については、工事評定説明書により回答がありましたが、疑義がありますの 
で再評定を請求します。 

   年   月   日



 

様式第５号（第１３条関係）

松阪市長

記

１．工　事　名

２．工事場所

３．工　期　　　 （自）　　　　　　年　　　　月　　　　日

（至）　　　　　　年　　　　月　　　　日

４．再評定日　　　　 　　　　　年　　　　月　　　　日

５．再評定点　　

６．再評定意見

　　　　　　　　　　　　　　　点

松阪市　　　　　　　　　町　　　　　　　　地内

工 事 成 績 再 評 定 通 知 書

　　　　年　　　月　　　日付け工事成績再評定請求書により請求のあった下記
の工事の再評定について、松阪市請負工事成績評定要綱第１３条の規定に
基づき再評定した結果を通知します。

平成　　　年　　　月　　　日

様

 

 



 

様式第６号（第１３条関係）

松阪市長

記

１．工 事 名

２．工事場所

３．工　期　　　 （自）　　　　　　年　　　　月　　　　日

（至）　　　　　　年　　　　月　　　　日

４．完成検査日　　　　 　　　　　年　　　　月　　　　日

５．棄却の理由

工 事 成 績 再 評 定 請 求 棄 却 通 知 書

　　　　年　　　月　　　日付け工事成績再評定請求書により請求のあった、下
記の工事の再評定については、松阪市請負工事成績評定要綱第１３条の規
定に基づき審議した結果、下記の理由により再評定の請求を棄却します。

平成　　　年　　　月　　　日

様

松阪市　　　　　　　　　町　　　　　　　　地内

 

 


